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経済論叢 〔京都大学)第155巻 第5・6号,1995年5・6月

神戸市都市経営の一考察(1)

港湾開発と都市間競争

池 田 清

.

一

は じ め に

藤田武夫氏は,1878年 のいわゆる3新 法から1943年市町村制改正までの60数

年間に及ぶ地方財政の発展を,「強大な官治性と中央集権性」 と特徴づけた%

しか し近年の研究においては,こ のように官治性一色にみるのでなく,官 治

性に一部分重複しながらも,官 治性 と対抗する都市行政官の構想や実践の独 自

性を強調する傾向も現れている。たとえば宮本憲一氏 は,大 正期に関一や池田

宏などの経営者的発想をもった行政官が登場 し,戦 後の革新 自治体へ と受け継

がれてい く行政の独 自性をもっていたと述べている㌔

戦前の大阪市長関一は,都 市経営の理論家であ り実践家で もあった。戦後に

おける都市経営の代表は,神 戸市の宮崎辰雄市長(1969一 ユ989年)で あろう6

特に私が神戸市の都市経営に注目するのは以下のような理由からである。

1980年代から90年にかけ 「..政府の失敗」を克服すべ く,全 国の地方自治体で第

3セ クターが量質とも顕著な発展を遂げた。 しか し現実の第3セ クターは 「政

府の失敗」を解決するよりむ しろ 「市場の失敗」 〔貧 富の格差,環 境破壊,政

財官癒着の利権汚職)を 生んだといえる%つ まり第3セ クターは公共責任の

放棄 と.公共投資,公 共サービスへの利潤原理の導入すなわち民間部門の優位 と

1〕 藤 田武 夫 「日本 地 方財 政 発展.史」 河 出書 房,1949年,607ペ ー ジ。

Z〕 宮 本 患 一 「日本 地 方財 政 の 歴 史 的性 格 」 地 方 財 政 研 究 所,.1986年,No.9,24ペ ー・ジ。

3〕 宮 本 憲 一 「地 方 自治 と歴 史 と展望 」 自 治 体研 究 仕,1986年,22-25ペ ー ジ。
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公 共 性(基 本 的 人 権 の 確 立 の 保 持)の 後 退 を もた ら した の で あ る。 そ れ ゆ え今

後 の第3セ ク ター に求 め られ る の は,経 済 的効 率 をあ げつ つ 公 共性 を達 成す る

た め の 住 民 主 体 の 地 域 経 営 で あ る。

そ の 点 で 神 戸 市 の 第3セ ク タ ー方 式 の 都 市 経 営 は,地 方 自治体 主 導 で 開発 利

益 を 公 的 還元 す る な ど多彩 な経 営 をお こな って い る といわ れ て い る。 そ れ ゆ え

神 戸 市 の都 市 経 営 の分 析 を通 じ 「政 府 の失 敗 」 と 「市 場 の 失敗 」 の 問題 を.考察

す る.一つ の手 掛 か りを得 られ る ので は な いか と思 わ れ る。 しか し,こ の 困難 な

課 題 の解 決 に は さ ま ざ ま な経験,総 括 な どを蓄 積 して い か ね ば な らず,こ こで

取 り上 げ る神r.下市 の事 例 も その うち の一 つ にす ぎ ない 。

い ま ま で の神 戸.市政 研 究 は二 つ に 大別 され る。 第1に 高 寄 昇 三氏 の それ で あ

る。 高 寄 氏 は,宮 崎 市 長 に よ って展 開 さ れ た都 市 経 営,を 企 業 的都 市 経 営 と し,

「公 共 デ ベ ロ ッパ ー と外 郭 団 体 とい う二つ の戦 略 的 手 法 で も って展 開 され た」

とす る。 その 経 営 姿 勢 は 「開.発事業 型 の デ ベ ロ ッパ ー の よ うに 産業 奉 仕 型 で な

く自治 体 主 導 型 で あ った」5}と述 べ る。 つ ま り中央 政府 か らの 自立 と自治(団 体

自治)の 基盤 に公 共 デ ベ ロ ッパ ー を位 置 づ け る。特 に高 寄 氏 は,ポ ー トア イ ラ

ン ドに お け る221億 円 の 売 却 益 な どを 主要 な柱 に して,神 戸 市 の都 市経 営 を 評

価 して い る印。 しか し,「 山 を削 り海 を埋 め 立 て る」 環 境 破 壊 や 港 湾 区 域 内 の 住

環境 の もつ 問題,閉 鎖 的 空 間 にお け る住 民 生活 の 困難 性 な どの 社 会 的 費 用 は考

慮 さ れ て い な い。 その 意 味 で 高寄 氏 は都 市 経 営 の市 場 的 効 率 性 を 評価 して い る

4〕 宮崎市長 は都市経営 を地方自治の基本的素質の一つで あると して次 のように述 べてい る。「都

市経営は 自治体が1二か らの法令や行政指導 にもとづいて政府の委任事務を執行 してい くとか,ま

た,定 め られた枠内で形 どお りの管理 個 有)事 務 を処理 してい くのではない.都 市経営 は臼ら

の権限 と発 想に もとづ いて都市 をコ ントロー ルしてい こうとする政 策志 向性 を示す場であ り,い

いかえれば地方 自治権 の非常 に明確な活動分野であ る……r最 小 の費用で,最 大 の利潤』が企業

経営のセ オ ワーならば,「 最小の.市民負担て.最 大 の市民 福祉」 が都市 経営 のセ オー とい える」

(宮崎辰雄 門都.市経 営運営論」 「都市経営 の理 論と実践」神戸都.市問題研 究所,1977年,18、19,

20ペ ー ジ)。

5)高 寄昇三 『宮崎市政の研究』第2巻,勁 草書房,1993年,は しが き.

神戸市 の 「公 共デベ ロ ッパ ー1と は,自 治体 自らが土 地を取得 し開 発行為 を営む ことである。即

ち,自 治体 が都市 開発の第1線 に立つ ことを意味する.

6)高 寄昇三 『現代都市経営謝 勁草吉房,198.5;f,793ペ ー ジ。
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と思 わ れ る。

それ に対 し宮 本 憲 一 氏 は,公 共 デ ベ ロ ッパ ー の負 の側 面 と して,イ ンナ ー シ

テ ィ 問題 や 住 民 参 加(民 主 主 義)の 不 十 分 さ,環 境 破 壊 な ど を取 り上 げ,以 下

の よ うに の べ て い る。 「ス ク ラ ッ プ ア ン ドビ ル ド型 の 神戸 方 式 は必 ず 旧 市 街 地

の衰 退 す な わ ち イ ンチー シ テ イ問 題 を ひ きお こす 欠 陥 を もっ て い る」 「都 市 経

営 は テ ク ノ ク ラー トに よ る官 僚 的 な市 政 を 生み だ す 危 険 を もっ て い る」 「東 京

湾 や 大 阪 湾 は 地価 上 昇 もあ っ て,依 然 と して埋 め立 て をつ づ け てい る。 しか し,

地 球 規 模 の 環境 保全 が 人類 共 通 の最 高 の政 治 課題 とな って きた今 日,自 然 破 壊

をや め 自然 の保 全 ひい て は 自然 の再 生 をす す め る市 政 へ の転 換 が も とめ られ る

ので は ない か 」ア:乏批 判 す る。つ ま り宮 本 氏 は,都 市経 営 の 市場 的効 率 性 の負 の

側 面 と して公 共 性 が 犠牲 にさ れ て い る こ とを主 張 す るわ けで あ る。

しか し神 戸 市の 「自治体 官僚 主 導 的経 営 」 につ い て は両 者 と もニ ュ ア ンス の

違 い は あ れ 評価 して い る点 で 共 通 して い る8)。だ が この 点 を 検 討 す る うえで,

最 も必 要 な論 点,す な わ ち,神 戸 市 の都 市経 営 の シ ス テ ムが,い つ,な ぜ,ど

の よ う に して 形 成 さ れ た のか,そ の理 由,.背 景 につ い て は これ まで 十 分 検 討 さ

れ て はい な い よ うに思 え る。.

確 か に神 戸 市 の 元収 入役 安 好 匠 氏 は,神 戸 市の都 市 経 営 動 機 につ いて 「政 令

指 定 都 市 の な か で,神 戸 市 の市 税 収 入 は低 く,特 に法 人市 民 税 の収.入が 低 く,

し た が っ て 神 戸 市 の 経 済.界 も そ の 基 盤 が 弱 く,行 政 主 導 型 へ の 期.待 が あ っ

7>宮 本憲一 「都 市経営の総括一 『都 市政策」 第59号,神 戸都市 問題研 究所,1990#,13～14ペ ー・

ジD

8)宮 本憲一 「都市経営 の総括」 「都市 政策』第59号,神 戸市 都市 問題.研究 所,1990年,6,7

ペ ージ。

宮本憲....・氏は神戸市の 自治体 室導的経営 を次 のよ うに評価ず る。神戸市 は内の都市開発事業全

体 の約隔0%を しめ る最大のデヘ ロッパーであるが,埋 立地 を 「原価.で なくで きるだけ時価で売

るという神戸方式 は大阪府よ り数段上 の経営 をおこってい る。時価売却 による開発 利益 の捻 出は
一般 会計の財源 としてだけでな く 「汚職 防止」 の意味 もあ るなどと述べてい る.

確か に神戸II測.政の神戸経 済に占める割合 は他.都市と比べ非常 に高い,例 えば1990年 度の(一

般会計歳出額 プラス特別会計歳 出額プ ラス.企業 会額)は 同年 の市内純生産 に占める割合 は,横 浜

市で22.ア%.大 阪市で15.3%で あ るの にたい し,神 戸市で は28.7%と なってい る。 これ は企

業会計,な かで 劃粥発事業における起債舘 の大きさによると思われ る。
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た 。」9〕と述 べ て い る 。

しか し都 市 経 営 は一 朝 一 夕 に実践 で き るはず は な く,開 発 技 術 や 経 営 能 力 な

どの蓄 積 が 必 要 とされ る。 そ れ ゆ え神 戸市 の都 市 経 営 の基 本的 特 徴 で あ る 「自

治 体 官 僚 の主 導 性 」 と開発 利 益 の公 的還 元 シス テ ム形 成 の 理 由,背 景 に つ い て

.の 分 析 は,現 代 お よ び今 後 の都 市経 営 の 在 り方 を 考 察 す る うえ で も必 要不 可 欠

な作 業 で あ る。

持 田信 樹 氏 は,都 市 経 営 の背 景 を 「大 都 市 間競 争 」 に 求 め て い る。 す なわ ち,

「都 市 が市 営 事 業 を競 って買 収,創 立 した 背 景 に は.地 場 産 業 の振 興 と産業 基

盤 整 備 の た め の 『都 市 計 画 』 の財 源捻 出 とい う経 済 的 要求 が根 強 くあ った 」。

そ して 「明 治 維 新 以 来 の文 明 開 化 と殖 産興 業 は 日本 を都 市 化 」 し 「中 央 と地 方

の文 明生 活 の格 差 」 を拡 大 した 。 この よ うな 「『文 明 の 分 配」 要 求が 『地 方 』」

か らだ けで な く 「都 市に お い て す ら も 『大 都 市 間競 争 』 とい う形 で 現 れ る」1。}。

そ の競 争 に優 位 にた っ た め に,都 市 は都 市 経 営 を お こな った とす る。 つ ま り持

田氏 に よれ ば 「都 市 間 競 争 」 の主 体 は 「都 市 自治 体 」1リ,そ の 目的 は 「文 明 の

分 配要 求 」 で あ り,両 者 を媒 介す る ものが 市 営 事 業 とい うこ と にな る。 しか し,

い うまで もな く都 市 は 自立 した経 済 団体 で な く国 内 的,国 際 的 な 連 環 の 中 で位

置 づ け られ るべ きで あ る。 た とえ都 市 が 市 営 事 業 を経 営 した と して も,そ れ だ

けで 経 済 キ体 と はい えな い 。都 市 に は利 潤 を 目的 とす る企 業 や 財 や サ ー ビス を

消 費す る家 計 な ど さ ま ざ ま な経 済 主体 が 存 在 してい るか らで あ る。 「文 明 の分

配 要 求 」 は都 市が 文 明 の 成 果 を いか に素 早 く導 入 す るか が 都 市 間競 争 に優 位 に

9}安 好匠 「神戸市の外郭団体 と都市経営」宮本憲一,自 治体問題研究所第3セ クター研究会編

『現代の地方自治と公私昆合体1第3セ クターM自 治体研究仕,]992年,184ペ ージ。

神戸rbの一般会計において市税収入がしめる比率は34%〔1991年 度}で 政令指定都市のなかで

最低である.こ れは神戸の経済基盤が弱 く法人関係が少ないだけでなく,市民所得も多くないか

らである。

10)持 田信樹 田 本における近代的都市財政の成立(瑚 東京大学社会科学研究所,第36巻6号',

100ページ.後 に 「都市財政の研究』東京大学出版会1993年に時艱。

11)明 治政府の地力.制度をつ くフた山県有朋は戦後の日本国憲法に明記されているような意味での

Fm民 の権利 としての地方自治」をみとめず,中 央政府の統治の甲.位としての地方行政 と行政区

域をつくろうとした,,したがって戦前の地方公共団体は厳密な意味で地方 自治体 といえないが,

ここでは便宜上 「地方自治体」「都市自治体1と いう用語を使用する、
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たっための概念と言える。それは経済的概念とい.うより.種 のイデオロギーで

ある。特に戦前の場合,地 方では鉄道施設誘致運動や鉄道 と村落を結ぶ 「停車

場道路」建設要求にみられるように,経 済,文 化の.発展か ら取 り残されまい と

する利益欲求が膨張 していたこと12,,さらに港湾を有す る都市 にとって外国文

明をとりこむ窓[と しての港湾開発が重要な課題 となるのである。このような

発想は,都.有 間競争の機動力を経済だけでとらえるのでなく,文 化や情報にで

きるだけ速 くアクセスし 「文明の分配要求」にあずかろうとする一種の情報理

論 といえる。 しか し,持 田氏の 「都市間競争」論の問題 は,「都市間競争」の

基底に資本間競争があることを看過 していることである。

したがって,こ の論文では.神1..i市都市経営の源流を都市間競争の基底にある

資.本間競争,お よび都市間競争.と資本間競争を媒.介する都市官僚制の形成 とい

う視点から分析する。

ここでは,都 市経営の源流を戦前(1889年 の市政施行ごろから第1次 時大戦

前後)の 港湾開発に求めるが,(1)の1で は港湾の間接的開発 ともいうべ き河

川の付替え事業を分析し 「開発利益の公的還元システム」の源流,nで 神戸市

と大阪市の港湾開発競争を分析する。(2)の 皿では,神 戸港修築事業における

神戸市の役割を検討し 「自治体官僚主導性」の源流を,IVで 港湾開発競争など

都市間競争の要因を分析 し,都 市経営との関係について述べる。

1市 制確立期における港湾開発

1868年1月 の 開 港 に よ り,そ れ ま で 一 寒 村 に 過 ぎ な か っ た 神 戸 ほ 近 代 都 市 へ

の 歩 み を 開 始 す る 粒 、 港 湾 開 発 に は,桟 橋,波 止 場,突 堤,防 波 堤 な ど の 直 接

12)大 石嘉一郎氏 は,論 文 「日清(戦 後経営)と 地方財政」 で,日 本資本主義 の確立 をもた らす 日

清戦後経営につ いて 「軍備拡張,製 鉄所 建設,鉄 道電信 〔および外 国航路)の 拡張は国家財政の

課題 とし,般 的農工殖産 とその産業基盤の育成は,金 融と地 方財政 に分担せ しめ ようとす るも

のであ った」 と把握 した 〔大内力編 「現代資木.仁義 と財 政金融.2,地 方財政」東京大学出版会,

1976,472-473ペ ー ジ)、.これ をうけて有泉貞夫氏は,地 方財政 に押 し付 け.られた戦 後経 営の

分担課題は,経 済,文 化 の発展に取 り残 されず,む しろ競 争で優位 に立 とうとす る地方の利益欲

求を機 動力 として遂行 され ると分析す る 〔:有.泉貞夫 「明治政治史の基礎過程』吉川弘文館,1980

年,244-248ペ ー ジ)。
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的施 設 の建 設 と河 川 の 付 替,運 河 の 開削,埋 立 地 の造 成 な ど の間 接 的 施 設 の 造

成 が あ る。 い ま まで 古 い 港 湾 が,河 川 の流 砂 で 埋 没 し衰 退 してい った こ と を考

えれ ば,後 者 の 開 発 は重 要 で,そ の 多 くは大 規 模 な土 木 工 事 を必 要 と した 。 大

阪 が 港 湾 に巨 費 を投 じて も年 々埋 没 す る の は,淀 川 の流 砂 と地 盤 沈 下 の た め で

あ る。 神 戸 には 大 きい 河 川が な く,流 砂 で 埋 没 す る こ と は少 な く,ま た地 盤 も

岩 盤 の 上 に 精 系Ill性の 明石 層 が 乗 って い るた め 地 盤 沈 下 も激 し くな い。 東 洋.一の

自然 の 良 港 で あ る所 以 で あ る。 しか し,そ れ で も神 戸 港 の 整 備 の た め に生 田川

(1871年 竣 工),湊 川(1901年 竣 工)の 付 替 え を行 っ てい る。 港 湾 施 設 は産 業

資 本 が 勃 興 す る まで は,貿 易 も僅 か で 大 規 模 な ものが 必 要 と され な か った 。 し

か し,1889年 の 市 政 施 行,日 清戦 争 を契 機 に海 陸運 輸 の要 と して の 港 湾 が,わ

が 国 の貿 易 経 済 に及 ぼ す 影 響 と役 割 が きわ め て大 き い もの と な った 。 企 業 や営

業 者 そ して 労 働 者 な どの 集 中,集 積 も著 し く,1898年 に は の貿 易 総 額 は開 港 時

の約25倍,人 口 も約10倍 と増 加す る 。 しか し,政 府 は,財 政 を富 国 強 兵,殖 産

興 業 に集 中 し,「 地 方 自治体 」 も港 湾 開 発 を 計 画 し経 営 す る能 力 も財 源 も有 し

て い なか っ た1%そ れ ゆ え公 共 事 業で あ るべ き港湾 事 業(間 接 的施 設)も 民 間

企 業 に よ って 開 発 さ れ る の で あ る。 表1の よ う に,こ の 時 期 の 港 湾 開発 事 業 は,

民 間企 業 主 導 に よ って行 わ れ て い る。 こ こで は,大 規 模 ⊥ 木.1事 を民 間主 体 で

お こな うの か 公 共 主 体 で お こな うのか を め ぐ り論 争 が く りひろ げ られ た湊 川付

替 事 業 を と りあ げ,「 開発 利 益 の 公 的 還元 シス テ ム」 の源 流 を明 らか に した い 。

13)AdamSlnis,77teWealthj.N2如 臓ModernLibraryEd,RandamHouse,NewYolk,1965,

TIP.田(ア ダム ・ス ミス著 『諸国民 の富」1:1),岩 波文庫,大 内兵衛,松 川七郎,125-128ペ ー

ジ)「水運 によるほ うが,陸 運だけで提 供 しうるよりもい っそう広 大な市 場をあらゆ る種類の産

業に開放 するように,あ らゆ る種類の産業が 白熱に細分 され改 善され は じめるσ)もまた,沿 海方

面や航行可能 な河.川の岸 にそ ってであ って……陸運以外 の交通 の便 というものがな にもなか った

ならば……世界 の遠隔議地方のあいだに も,ど のよ うな種類 の商 業 もほとんどまった く存在 しえ

なかったであ ろう」 として,港 湾の 市場拡 大,文 明化における役割 を評価 してい る。

M)わ が 国の最初の港湾政策 といわれ る 「道路橋梁河 川港湾等通行銭徴収 ノ件」(1871年)の 起草

に関係 した石 月省 ・郎(後 初代内務省土木局長)ば,こ の布告 の趣 旨を 「政府 ぱ金が ないか ら民

間の資本 を動員す るための呼 びかけだ と言い,何 で も施 設さえで きれ ばよいのだ と」答えている

〔寺谷 武明 『日本港湾史論序説」時潮社.2..一5ペー ジ).当 時の神戸市 会 も帝国議 会 と同様,

経 費節減,民 力休養1:減 税)論 に傾いていた(『 神戸市史』歴史編N,距 ～衡 ページ)。
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表1神 戸 ・主 要 埋 立事 業 と施 工 者(1900～1910年 代)

施行音名 面積(平 米) 竣功年 用途別 地名 ・場所

兵 庫 運 河 ㈱ 30,278 190〔} 工場 か る も島など

神 戸 市 11,880 1900 港湾施設 浜辺町

川 崎 造 船 所 17,593 1902 工場 東川崎町

湊 川 改 修 ㈱ 136,380 ユ905 工場,宅 地 東川崎町,東 出町

葺 合 港 湾 99,330 1910 工場 真砂通,南 本町

三 菱.倉 庫 49,830 1910 港湾施設 東川崎町

神 戸 市 303,059 1913 港湾施設 新港町,第1期 工事

東 京 倉 庫 116,507 1913 港湾施設 高浜町

東 神 倉 庫 34,650 1918 港湾施設 浜辺通

神 戸 製 鋼 129,667 1918 工場 脇浜海岸通

〔出所)神 戸市企画局 『神戸の現況と将剰1966年 版などより作成

注.(湊 川改修会社にはiH湊川埋立地、約2/000十 米を含む)

この 事 業 は,1897年 湊 川改 修 会社 に よ っ て以 下 の 理 由 で 着 工 さ れ る 。

当 時,市 中 心 部 を 流 れ て い た 旧湊 川 は,た び た び氾 濫 し流 出土 砂 は神 戸 港 内

に堆 積 し,神 戸 港 の機 能 低 下 を ひ きお こす 恐 れ が あ った 。 「神 戸 築 港 は湊 川 付

替 えか ら」 とい わ れ た ほ どで あ っ た。 さ ら に洪 水 の 危 険 と東 西 の 交通 の 障害 を

取 り除 く必 要 が あ った1%

地 元 の 市 民 有 志 は,湊 川付 替 え を政 府 に 国費 で 行 う こ とを 要 請 した が 聞 き入

れ られ ず,神 戸 財 界 の実 力 者 で あ る小 曾'根.喜一 郎L6〕ほか30名 が,湊 川改 修 会社

を設 立 し事 業 を 自費 で お こな うので あ る。 そ のか わ り,廃 川 敷 お よび 工事 か ら

で る上 砂 を使 って 造 る約7000坪 の埋 立 地 を無 償 譲 渡 す る よ う要 求 した 。つ ま り,

これ らの.L地 を 宅 地 開 発 し開発 利 益 を あ げ る こ とを 目的 と した の で あ る。 この

時 期 の他 の プ ロ ジェ ク トも同 様 の 発 想 で,.各 種 民 間 会社 が 宅 地 経 営 や 工場 用地

の造.成を 目的 と して,独 立採 算 的 に埋 立 を お こ な っ てい る。

15)湊 川が神戸築港の障害になるとして,山 本繁造議員は次のように発言 している。「湊川より吐

き出す土砂が築港の障害となるを以て,一 日も速やかに付替えを熱望して止まざるなり。」(明治

28・10・14,市 会議事録.神戸ll∫会史,第3巻,昭 和編,306ペ ージ)。

16)小 曾根は,兵 庫,神 戸のL地,家 屋を買い占め,新 起業の勃興で盛んな資金需要に乗じ,高利

貸を始めこれで大いに儲 け小曾根財閥の基礎をつ くる。1赤松啓介,『神戸財界開拓者伝」.太陽

出版,ユ980年,457-464ペ ージ)。
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他 方,湊 川 付 替 え事 業 にお い て,市 自 らが 公 共 デベ ロ ッパ ー と して 事 業 を お

こな い,廃 川 跡 を宅 地経 営す るな ど して 開発 利 益 を生 み だ し,港 湾修 築 な ど産

業 基 盤 の財 源 に充 て る主 張 が,市 民 の あ いだ で な され た 。1896年 神戸 市会 は,

この事 業 を湊 川 改修 会社 が お こな う こ とを可 決 す る。 しか し,当 時 築 港 運動 の

リー ダー 的 存在 で あ った 草 鹿 甲子 太 郎]7}など の民 間 人数 名 が 「湊 川 付 替 え 同盟

会 」 を 結 成 し,民 間事 業 で お こな う こ とに 異 議 を 唱 え る ので あ る。 彼 ら は,

「我,神 戸 市の 将 来,我 国 第 一 の 要 港 外 国貿 易 の 中心 た るべ き地 位 に 在 り,是

を 以 て今 後,着.々 と公 共 的必 要 の 事 業 を興 し,基 本財 産 を作 る」 必 要 が あ る。

現 に 「水 道 敷設,市 区改 正,下 水 疎 通,港 湾 修 築 等 」 の 事業 が押 し寄 せ て来 て

い る。 「近 来,土 地 の 価 格 非 常 に騰 貴 して,こ の 事 業 の如 きは非 常 の 利 益 あ る

こ と確 実」 で あ る た め 「彼 此 共 に市 の 公 共 事 業 に 帰 し,こ れ を補 うを得 ば,全

市 公:共の利 益 これ よ り大 な る は な し」 と 主張 す る。 「市 内 の 公 共 的 事 業 に し て

而 か も確 実 な る利 益 あ る も の を少 数 人 の為 に横 奪 せ られ ん とす る」,そ の 利 益

額 ば 「幾 百 万 円 を得 る にや 至 らん や 」 と,私 企 業 に 利益 が独 占 さ れ る の を批 判

す る の で あ る。 つ ま り彼 ら の主 張 は,神 戸 市 の発 展 は 神 戸 港 開 発 を 中 心 に,

「公 共 的必 要 の事 業 を興 し基 本 財 産 を作 る」L旦}ため,神 戸 市 が 公 共事 業 の 主 体

とな り開発 利 益 を取 得 す べ きで あ る とす る 。 しか し,彼 ら の主 張 の背 景 に は,

次 の こ と も.考え られ る。 湊 川 改修 は,か な り以 前 か ら 問題 に な って い た が,大

規 模 土 木事 業 で あ った た め,当 時 の神 戸財.界の実 力 で は十 分 対 応 で き なか った 。

そ こで 土 建 業.者で 政 商の 大 阪 財 界 の 藤 田伝 三郎,鴻 池 善 右 衛 門 〔両 者 と も大 阪

築 港 義 社 の 計 画 の 大 物)な どが,こ の 事業 を着 眼 し具 体 的 提 案 を出 す の で あ る 。

そ の 後,神 戸 財 界 の 小 曾根 喜 一郎 な どが 声 をあ げ,東 京 財 界 の 政 商大 倉喜 八 郎

ユ7)草 鹿甲チ太郎ぽ,弁 護Lの 資格をもつ神戸商工会議所特別会員で,財 界有力者 とも交わ り深 く,

特に.兼松株式会社の@r,,rY兼松房次郎とは親密で,実 業界の振興をはかるため 「神戸市中外実業

新報」を共同発行する.神 戸市:参事会員とL.て市政に参与し,.をの後衆議院議員に第8回 から第

18回まで連続当選した政治家(『兵庫県人物事典」中巻,の じぎく文庫,37ペ ージ)、

18)神 戸rl∫史編纂資料 ・第98号!.湊lll付替え1:事に関する陳情書」神戸に上地熱がおこったのは,

市政施行後の1890年代頃からといわれ,「噛lj時.等地は栄町3丁 目で坪当たり42円30銭であった。

それが1894$に は77円58銭,年 末には百円台を突破したというから,い かに土地の騰貴熱が盛ん

となッたか分かるQ」〔赤絵啓介 『神戸財界開拓者伝』太陽出版,1980年,57ペ ージ)n
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も発起人に加わるのである。彼 らの主張には,地 元資本だけでなく外来資本に

よって,都 市開発の利益が独占されることに対する批判で もあったと思われる。

当時の市民は,彼 らを 「公共派」 と呼んだ1%こ のように神戸市の公共デベ

ロッパーの源流は,市 会からでなく築港運動のリーダーたる市民からの発想に

みられるのである。 しかし,彼 らの主張は少数にとどまらざるをえなかった。

その理由の一端は,湊 川付替え事業の答申案が上程されたとき,当 事業の出願

人に名を連ねていた市会議員は7名 もお り,市 会が開発主体である地主,資 本

家の利害を反映しやすい機関になっていたことが考えられる。

産業資本主義確立のこの時期,神 戸で も資本蓄積の進展と株式会社などによ

る結合資本家の出現をみたが,港 湾などの間接的労働.手段 は私的資本の投機の

対象 として建設 されるのである。開発利益の生じる地域は基盤整備されるが、

開発利益を生まない地域は放置され無政府的な開発が進行し,都 市貧民や住宅

問題 公衆衛生の不備などの都.市問題をひきおこすのである。

11市 政確立期における神戸 と大阪の港湾開発

北見俊郎氏は,港 と都市の関係を近代資本主義形成過程 とかかわらせ 「都市

と港を媒介する主体は,欧 米ではブルジョワジーであったのに対 し,わ が国で

は国家であ り官僚組織であった」鋤と述べている、、確かに,明 治維新政府は,

日本資本主義を上からの加工型貿易政策 と富国強兵のため,港 を流通拠点と軍

事拠点として位置づけ,港 を有する 「地方自治体」を,国 の下請機関化 し,利

.用しょうとした。しかし,大 阪市や神戸市は,港 を内債的ないし収益的事業体

とみなし,国 からの一定の独 自性をもって,外 国貿易の主導権をめぐる激烈な

港湾間競争あるいは都市間競争を通 じ,港 を整備近代化 してい くのである。 こ

の背景を持田信樹は,『 東京の 「帝都」化政策が,1888年.市 区改正条例を契機

に本格化 し,都.市 間の格差が発生し競争が先鋭となったこと劃 に求めている。

19)村 田誠 治編 輯 『神 戸1瓶 巷30年 史 」1966年,201ペ ー ジ。

20)北 見 俊 郎 『港 湾 都 市』 成 山 堂 書 店,1993年,75ペ ー ジ。
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しかし 「都市間競争」の基底には,資 本間競争があ り資本 ヒ義の発展 と官僚

機構の関係 も無視で きず,こ れ らを考慮 しなが ら以下分析を進 めていきた

い。

明治初期,外 国人は商都 としての大阪を重視 し,商 館 を大阪にお くものが多

かった。 しか し,大 阪港は土砂流入で浅瀬が続き大型船舶の運航が困難で,陸

上との連絡も悪 く,冬 場は強い西風のため積み降ろ し荷役は困難な状態であっ

た,そ のため.1874年阪神間に鉄道が開通すると,欧 米商人が神戸の居留地へ転

出しはじめ,そ の結果,外 国貿易の主導権が大阪から神戸へ移行することにな

る。外国人が,神 戸へ移った原因の一つは,大 阪の居留地の近 くに緑の山がな

いということもあった。特に口清戦後は,神 戸において綿織糸の輸出(1902年,

神戸港全輸出価額のユ9.9箔,戦.前は1%に も満たない)と その原料である綿花

(1902年,神 戸港全輸入価額の47.7%)が 急増 している2%こ のような神戸貿

易の特徴は,当 該時期における工業化の進展 と密接な関連をもっている。

日本の輸出品の主力をなした生糸,絹 織物は横浜に集中しているが,工 業化

の中心をなした紡績業は関西に多く集中し,そ れに関連 した機械.原 料などの

輸.人が神戸港において急増 したのである。なかでも原綿輸入は,注 目すべきで

ある。大阪を中心 とする大規模紡績業の成立は原綿需要を急増させ,し だいに

外国綿花に依存す るようになる。原綿輸入のために,大 阪の綿花商は摂津紡,

尼崎紡などを中心に綿花商を加えた口才綿花株式会社を創設 して,中 国綿,イ

ンド綿の直輸入を開始 し原綿輸入の基地神戸が形成される。つまり神戸港の近

代化は,大 阪を生産拠点 とする綿紡績業と深 くかかわっていたのである。輸入

綿花 と輸出綿は神戸港を中心におこなわれ,神 戸経済はその貿易により繁栄 し,

綿などの輸出入取引で大阪港との格差を拡大させるのである。

したがって神戸港は,大 阪の繊維産業における産業資本の確立を土台にした

21)都ll「 間競 争.につ いては,持 田信樹 「口本における近代的都市財政 の成立に)」東京大学社会科学

研究所,第 茄巻63号,1985年,の ちF都 市.財政酬1月:究』 東.京大学出版 会]993年 に再録。

2ビ)神 戸税関r神 戸税 関沿 革略 史.11931年,169-189ペ ージ。
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「産 業 革 命」 港 と して位 置 づ け られ るヨ㌔

そ の た め港 湾 機 能 の拡 充 は政 府,大 阪 の 綿紡 績 業 者,神 戸 市 政 に と って 焦 眉

の 課題 とな る ので あ る。 特 に人 防 波 堤,公 共 埠 頭,鉄 道 引 き込 み 線,倉 庫,道

路 な と近代 的 な海 陸 連 絡 機 能 を完 備 した大 規模 港 湾 の 開発 が 要 請 され て くる。

以.ヒの よ うに神 戸 は大 阪 を中 心 とす る紡績 業 の発 展 と深 く結 びつ きな が ら,原

綿 輸 入 港,綿 製 品 輸 出 港 と して飛 躍 し両.都市 が パ ー トナ ー と して.互い に発展 す

る ので あ る。 しか し大 阪 と神 戸 は貿 易 港 と して の発 展 をめ ざ し,競 合 関係 に進

展 して い く。 この こ とが 両都 市 の 都市 行 政 や経 済活 動 に大 き な刺 激 を与 え 「成

長 」 の た め の活 力 に な っ てい くの で あ る。 神 戸 港 と大 阪港 が 競 争 関.係に立 つ よ

うに な る の は,輸 出入 貨 物 とそ の 相 手 国 が 類似 して い るか らで あ った 。 表2の

よ うに神 戸 港 の貿 易 は,イ ン ド,.清 国 な どか ら原 料 を輸 入 し,且 つ これ ら の国

に 製 品 を 輸 出す る構 造 を有 して い た 。 大 阪 も 日露 戦 後,工 業 が ます ます 発 達 し,

これ に 要 す る原 料(主 に綿 花)の 輸 入 が 増 加 す る こ と にな る。 特 に 中 国が960

万 円,朝 鮮840万 円,英 国領 イ ン ド470万 円 とお お きな.額を示 して い る。1904年

の大 阪 築 港 開放 の 結 果,外 国貿 易 船 が 直接 大 阪 に寄 港 す る よ う にな り,従 来 神

戸 港 に 陸揚 げ され て い た 英 国 領 イ ン ドか らの綿 花 は,大 阪 港 で 陸揚 げ され る こ

とに な る。 主 要 な輸 出 貨 物 は,綿 織 糸,綿 布 で,こ れ に よ り大 阪 が 綿業 都市 と

して発 展 す る。 相 手 国 は,1907年,清 国(2800万 円),朝 鮮(1900万 円),関 東

州(900万 円)で あ っだ%

23)口 露戦後,当 時,大 蔵大臣であった阪谷 は,1906年 §月1ア日付け 『神 戸新聞」 で次 のよ うな趣

旨の ことを述べ ている。 「冗来命の脳裏 には東京,京 城,奉 犬,北 真 間の交通時間は 人力の為 し

能ふ最小限度にまで短 縮す るの目的 を以て内地の海陸運輸 の機関 を改造 し其間におい て大阪 は大

工業地 として各種の工 業を集合 し神戸港 には人力の為 し能ふ最 ヒ便利の海陸連絡 の設 備を完成せ

ん とするの考案 を有せ り」.こ のように神戸港 を位置付 けた背景には、 神戸港 の貿易構造が清国

を中心 とした アジア諸地域か ら原料 を輸 入 し,そ れ にもとづいた工業製品地域 に輸出する加工貿

易型であ ったか らである,さ らに対清国貿易 は圧倒的な出超関係にあ った 〔『神戸税関沿革略.史』

203-205ペ ー ジ〉ひ世 界資本主.義列 強が清図の植民地 支配を強め上 うと してい るとき,]本 資本

主義の活路を,生 産費,運 賃 の減少 に求め たといえ る。つ まり,日 露戦 後において,ア ジア地域

で欧米諸.列煙 との'」商工業 戦.争'1に打 ち勝つ ため には 「港湾 改良」 が不可欠で あった(内 海孝

「神戸の歴史17号,1982制

24)大 阪税関 『大 阪税関125年 史188ペ ージ。
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表2神 戸港貿易国別分類(1909年)

(461)73

(単 位 千 円)

順位 輸 出 輸 入

1 清 国 23,835 綿織糸,生 金 巾,燐 英 領 45,580 繰 綿,米,銑 鉄,麻

寸,銅,製 糖
イ ン ド 類

2 北 米 16,326 帽 子,真 田,花 筵, イギ リス 40,161 硫 酸 ア ンモ ニ ア,羅

合衆国 茶,米 紗,紡 績 機,汽 船

.3 香 港 12,488 綿織 糸,燐 寸,銅 北 米 24,583 繰 綿,小 麦,鉄 筒 及

賜,綿.メ リヤ ス 管,発 電機.及電動機

4 イギリス 11,278, 銅塊 及錠,真 田,貝 ドイ ツ 20,505 鉄 糸等,生 織 糸,ア

釦,魚 鯨油 ニ リ ン,染 料,人 造

藍
5 英 領 7,284 綿 メ リヤ ス 肌 衣,燐 清 国 18,809 繰 綿,油 類,豆 類

イ ン ド 寸銅坑及錠,樟 脳

『神戸税関沿革略史』210～212頁より作成

明 治 後期 は,神 戸 市 の港 湾 開発 政 策 で 重 要 な 時期 で あ った。1897年,大 阪 港

が市 営 事 業 と して 開発 され,1906年 には横 浜港 がわ が 国初 の 「国 市 共 同経 営 」

方 式 に よ っ て開 発 が され て い た 。神 戸 市 の港 湾 開発 は,横 浜,大 阪 港 の 開 発 に

触 発 され た だ けで は な く,内 在 的 要 因 もあ った。 そ れ は,日 露 戦 争 以 来,海 外

か ら の軍 需 品 購 入 に よ って輸 入貨 物 が 激 増 した結 果,神 戸 税 関構 内 が混 雑 し港

湾 機 能 の低 下 を きた して い た こ と,さ らに1905年 に陸 揚 げ後 の綿 花 を暴 雨風 に

よ って 失 う 「綿 花 漏 損事 件」 が起 きた こ とで あ る。 政 府 は,戦 時下 で の地 方 財

政 凍 結 を理 由 に十 分 な対 策 を施 さ なか っ た。 この 事 態 を打 開す る た め,神 戸 市

が 自 ら港 湾 開 発 にの りだ す こ とに な る25,。

当 時,大 蔵 省 横 浜 税 関長 を勤 め て い た 水 上 浩 が,神 戸 市 長 に就 任 した の が

1906年 で あ った 。水.ヒは従 来 の陳 情 形 態 の み の 運 動 か ら脱 皮 を 図 り,市 政 内 部

25)大 阪市会 は,1896年,築 港取調報告書 と ア算案を可決 したが,内 務省 は軍事上将来 に備えて配

慮 を加えるべ き旨の修正要求 を出 し,大 阪港は軍港 としての性格 をもつ ことになる。1903年 には,

軍艦 が入港 して いる.(『 大阪税関125年 史199…94ペ ージ1896年)。 これ に対 し神戸市会で 「築港

の義 に付意.見書」建議が採択 され,こ の 「意見書一の建議者 の一 人であ る高徳藤五郎は,神 戸 築

港 の必要性 を次 のよ うに述べ てい る。「横 浜 た阪の如 きは既 に政府 の補助 を仰 ぎ滑 る とのこ とな

り又本港人口 の繁殖 も此築港如何 に関係す る訳 なれ は今 これ を打捨 て置か は他 日失敗 を来す.」

〔1明治29年 〔市 会)議 事録』3mB).
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に神戸港開発をめざす 「神戸築港委員会」をつ くる。神戸税関を管轄する大蔵

省は,緊 縮財政方針の下ではあるが,口 露戦争の軍需品輸入や移送のために築

港拡張計画の重要性を認め,横 浜.市の前例を踏襲 し費用の3分 の.1を神戸市が

負担することで開発を許可する。つまり防波堤や湊諜のような港湾の形を整え

る施設及び非生産的な設備については政府が全額負担する.一方,岸 壁や陸上施

設のように生産的で収益の見込みのあるものについては,政 府 と神1..下市が分担

して費用を負担するという原則が確立 したのである。 しかし,.負担増加に対す

る地元の抵抗は大きいので,経 済的見返 りとして 「税関の収入のうちから配当

する,神 戸の出した金 に利息をつけてかえす」鋤との.合意が,政 府と神戸市の

間で交わされる。横浜港で も,地 元負担の軽減措置が市 と政府 との間で合意さ

れている。

他方,大 阪港の開発は,大 阪における資本主義的発展にとって,と りわけ大

阪産業の中核であった軽工業製品の大陸進出と大阪市の国内外への流通貿易拠

点都市としての確立のため不可欠であった。さらに明治初期以来,神 戸港 との

格差が拡大するに伴い,対 神戸港を意識した開発の必要性が在住の商人資本や

名望家などのなかで高揚 しはじめ,市 営事業として大阪築港は出.発することに

なる。戦前のわが国の港湾事業は北見俊郎氏の指摘にもあるように国営が通例

であるが,大 阪港の場合は,.そ の意味で特異なる存在であったといえる。

大阪港の市営事業の発端は外国貿易の指導権が大阪から神戸へ移行 した明治

初期にさかのぼる。その源は1871年 に大阪在住商.人を中心に設立された 「築港

義社」である。その後,「 義社」が発展的に解消 して,大 阪財.界を中心 として

「築港研究会」が結成される鋤。1897年,大 阪市によって当時の大阪市年間予

算の20倍 にも達する大規模事業 として築港事業は着手される。しかし,築 港は

日清戦争後の恐慌にたたきつけられ,築 港公債および償還財源たる埋立地の時

26)若 槻礼次郎 丁古風庵回顧録」読売新聞社,19504F,123ペ ージD

27)1891年,市 民有志 による大阪築港研 究会が発足 し翌年,鴻 池善右衛 門ほか400余 人の連署で.市参

事会 に築港建設の急務を説いた建議 書が提 出され た.
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価 が暴 落 し,大 阪 市 の財 政 は深 刻 な収 支不 均 衡 に陥 る ので あ る。 そ の後,終 期

の1915年 に な っ て財 政 難 を理 由 に大 阪 市 は,係 船 岸 壁 ,埋 め 立 て事 業 な どの海

陸連 絡 施 設 設 備 の 中断 を余 儀 な くさ れ る。

こ の財 源 難 は築 港 公 債 の調 達 に 困窮 したか らで,そ の 最 大 要 因 は大 阪 港 開発

の 進 め 方 に あ った とい え る。 す な わ ち,「 大 型 船 入 港 に不 便 な 遠 浅 の 港 内 整 備

な どに 重 点 をお き,主 要取 り扱 い 品 の輸.入綿 花,輸 出用 綿 糸 布 に不 可 欠 な 倉庫,

上屋,鉄 道 等 陸 上施 設 を全 く備 えな い大 阪港 開発 の進 め方 に,… … 大 阪 本 店 都

市 お よ び地 方 銀 行 を は じめ,紡 績 金 融 を担 った財 閥系 の東 京 本 店 銀 行 の 信 用 を

得 ら れ ず,そ れ ら銀 行 の 市 債 発 行rh場 へ の 進 出 を 実 現 で きな か った た め で あ

る。」劉 とさ れ る 。 この よ うな 財 源 難 を契 機 に 台 頭 して きた の が,民 間 の 港 湾 倉

庫 業 で あ る。 三菱 東 京倉 庫,住 友 倉 庫 は,市 にか わ って残 部 事 業 の 完 成 を果 た

す の で あ る 。住 友 は 第 ユ繋 船 岸 壁 の建 設 とそ の背 後 に上 屋,倉 庫 の 設 置 を願 い

出 て,工 事 費278万 円 を20年 間据 え置 き,無 利 子 で 建 て 替 え支 弁 す る代 わ りに,

大 阪市 は20年 にわ た って 住 友 に港 湾施 設 の優 先 的利 用 と埋 め 立 て 地2万 坪 の 貸

与 とい う便 宜 を与 えた 。 そ の後,大 阪商 船 や 三 井 物 産 な ど と も同 じよ うな取 り

決 めが な され た が,そ れ らは 「公 私 共 同事 業 」 と して 大 阪 市 当 局,関 一 に よ っ

て 提 唱 され て い た 。

その 結 果,第1.次 大 戦 後 再 開 され る大 阪 港 開.発は 大 阪 市 の 「市 営 」 事 業 と い

うよ り.,住 友 を 中 核 とす る独 占的 「私 営 」 事 業 と して の性 格 を 強 め る ので あ る。

そ の た め 港 内 に お い て,料 金 収 入 を期 待 で き る公 共 埠 頭 な ど.市営 施 設 は,小 規

模 にな らざ を えず,そ の料 金 も 「企 業 と して 合 理 的 基準 に立 つ もの で は な く,

多 くは比 隣港 との 振 合.上決 せ ざ る得 な い 関係 に 在 る。 唯 出入 船 舶 貨 物 に対 す る

28)鈴 木 誠 「第 ・次大戦前における大都市港湾開発と都市財政政策」,第26巻第4号,岐 阜経済

大学論集,43ベ ージ。

大阪税関長の鈴木繁は,大 阪港の不備を大阪新報に1大 阪と貿易1と 題し,次 のように述べて
いる.「綿花にしてもし鉄道を利用するものあるにおいては陸揚げの手数と発着の不規律なる西

成線によらざる可らざる不便とはかえってむしろ神戸に陸揚げして直ちに鉄道に積入れるを有利

すというにおいてをや。以て大阪港の施設り不完全なる一班を推知し得べし、.されば他方大阪税

関を通過する輸出品の6割 は艀舟により神戸に回送して以て本船に積載しつつある状況を呈せる

はまた豪も怪 しむ要せざるなり」(大 阪税関125年史,202ペ ージ〕.
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利 益 の供 与 に依 り,運 賃,諸 掛 りの 表3湾 事業会計(1897-1930年)
(単位万円)

低 減 に 資 し,産 業 貿 易 の発 展 を助 長

し,市 勢 の 繁栄 を招 来 す る とい う無

形 の利 益 を収 む る を以 て満 足 せ ざ る

を 得 な い状 態 で あ る」鋤こ と か ら,

表3の よ う に港 湾 経 営一ヒ,多 額 の赤

字 を生 み,市 電 鉄 事 業 な どか ら補 填

を あ お ぐ結 果 に な る301。

以.L,神 戸市 都 市 経 営 の特 徴 で あ

る 「開 発 利 益 の公 的 還元 シ ス テ ム」

の 源 流 は・ 湊 川 付 鰍 事 業 に お}ナる 都市隔 第、,巻第 、号
.、。9-21。頁より織

市 民 か らの 発 想 に み られ る こ と,そ

して.神戸 港 と大 阪 港 の特 徴 を,日 本 資 本 主 義 の形 成 過 程 とか か わ らせ て,立 地

条 件,政 府 の 港 湾 政 策 な どを 中心 に考 察 して きた 。 しか し,神 戸 市都 市経 営 の

もう ひ とつ の特 徴 で あ る 「自 治体 官 僚 主 導 性 」 を考 え る う えで,築 港 技 術 を含

む 築 港 計 画 と築 港 財 源 の調 達 を誰 が ど の よ う に して お こ な った か を分 析 す る必

要 が あ る。 大 規 模 な 港 湾事 業 で は,膨 大 な 先行 投 資 のた め の 資 金 が必 要 で あ り,

事 業 の 成 否 は そ の 資 金調 達 を いか に 円滑 に行 うか にか か って い る とい って よい 。

これ らの 問 題 は,次 稿 で検 討 した い と思 う。

.

支出. 設備 費等 61,210

公 債 費 46,668

ム 計 1〔}7.878

収入 事業収 入 28,031

国庫補助金 10,575

市 税 22,235

市 電 収 入 6,528

水道収 入 3,329

その他 収入 883

.合 計 7.し581

総計 一36
、297

29)近 藤博夫 『大阪市 の港湾 事業」都rh問 題,第14巻 第1号,213,214ペ ー ジワ神戸 港の港湾事業

の支出合計額は約4220万 円で,そ のうち国庫負担額は約2682万 円(1906-1928年}で あ一,た(神

戸市 「神戸開港百年史～建設縞』1970年,186,195ペ ー ジ)。

3① 関野満夫氏 も港湾事 業の赤字補強 のた め,大 衆課税的性格の強い市 税や大衆負担 を基盤 とす る

市電,水 道収 益か ら多額の持 ち出 しがあ ったことは,社 会資本 としての港湾の性格 から して注 目

すべ きとしている(.京 都大ffY済 論叢」 第129巻 第3号).


